
令 和 8 年
2月8日執行

（
両
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

告 示 番 号 ： 1

告 示 番 号 ： 2

投票日に予定がある方は、

1月28日（水）から2月7日（土）までの間、
期日前投票ができます。（国民審査は、２月１日（日）から２月７日（土）まで。）

ただし、一部の地域で、この時間と異なる場合
もありますので、入場券等でお確かめください。

令和8年2月8日（日）

略

　歴

東
京
都
葛
飾
区
生
ま
れ
。
春
日
部
高
校
、
法
政
大
学

法
学
部
を
卒
業
。
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法

政
理
論
専
攻
修
了
・
京
都
大
学
博
士
（
法
学
）。
法

政
大
学
名
誉
教
授
。

昭
和
六
三
年

　四
月

　弁
護
士
登
録
（
東
京
弁
護
士
会
）

平
成

　二
年

　四
月

　法
政
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

　
　一
六
年

　四
月

　法
政
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

　
　二
一
年
一
一
月

　法
務
省
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
幹
事

　
　二
八
年

　六
月

　公
益
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
常
務
理
事

　
　三
〇
年

　四
月

　法
政
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
長

令
和

　元
年

　五
月

　日
本
弁
護
士
連
合
会
司
法
制
度
調
査
会
委
員
長

　
　
　二
年

　六
月

　日
本
弁
護
士
連
合
会
民
事
裁
判
手
続
に
関
す
る
委
員

会
幹
事

　
　
　二
年
一
一
月

　最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員

　
　
　六
年

　四
月

　公
益
財
団
法
人
大
学
基
準
協
会
法
務
系
専
門
職
大
学

院
認
証
評
価
委
員
会
委
員

　
　
　七
年

　三
月

　最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一

　令
和
七
年
六
月
二
三
日

　第
二
小
法
廷
決
定

　医
療
観
察
法
四
二
条
一
項
の
決
定
に
対
す
る
抗
告
の
申
立
書
の
記
載
方

式
や
抗
告
申
立
て
の
期
間
等
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
は
、
立
法
政
策
の

問
題
で
あ
っ
て
、
憲
法
適
否
の
問
題
で
は
な
い
（
全
員
一
致
・
裁
判
長
）。

二

　令
和
七
年
九
月
二
六
日

　第
二
小
法
廷
判
決

　令
和
六
年
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
総
選
挙
当
時
に
お
い
て
、
公
職
選

挙
法
一
三
条
一
項
、
別
表
第
一
の
定
め
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の

選
挙
区
割
り
は
、
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
反
す
る
状
態
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
憲
法
一
四
条
一
項
等
に
違
反
し
な
い
と

し
た
多
数
意
見
の
結
論
に
賛
同
し
つ
つ
、
本
件
選
挙
区
割
り
の
下
で
行
わ

れ
た
小
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
間
の
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
、
違

憲
の
問
題
が
生
ず
る
程
度
の
不
平
等
状
態
（
違
憲
状
態
）
で
あ
っ
た
と
の

意
見
を
付
し
た
。

三

　令
和
七
年
一
二
月
二
三
日

　第
二
小
法
廷
決
定

　大
阪
府
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に

関
す
る
条
例
の
各
規
定
と
軽
犯
罪
法
一
条
二
三
号
と
の
間
に
矛
盾
抵
触
は

な
く
憲
法
九
四
条
に
は
違
反
し
な
い
（
全
員
一
致
）。

四

　令
和
八
年
一
月
九
日

　第
二
小
法
廷
判
決

　国
家
公
務
員
宿
舎
の
住
戸
に
つ
い
て
国
有
財
産
法
に
基
づ
く
使
用
許
可

を
受
け
た
県
は
、
そ
の
権
利
を
保
全
す
る
た
め
、
同
住
戸
の
占
有
者
に
対

す
る
国
の
所
有
権
に
基
づ
く
建
物
明
渡
請
求
権
を
代
位
行
使
し
て
、
同
占

有
者
に
対
し
て
同
住
戸
の
明
渡
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
意
見
付

加
）。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

　制
定
さ
れ
た
法
が
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
法

に
関
す
る
充
実
し
た
解
釈
論
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
最

高
裁
判
所
の
判
例
が
果
た
す
役
割
が
誠
に
大
き
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
実

の
紛
争
事
件
の
解
決
の
た
め
に
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
司
法
の
使
命
で
あ
る

以
上
、
そ
の
使
命
を
全
う
す
る
た
め
に
適
切
な
法
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に

専
心
す
る
所
存
で
す
。「
法
律
学
は
、
実
現
す
べ
き
理
想
の
探
求
を
伴
わ
ざ

る
限
り
盲
目
で
あ
り
、
法
と
社
会
と
の
現
実
的
関
係
に
注
目
し
な
い
限
り
空

虚
で
あ
り
、
法
的
構
成
つ
ま
り
法
解
釈
の
厳
密
な
論
理
構
成
を
伴
わ
な
い
限

り
無
力
で
あ
る
」、
こ
れ
は
あ
る
高
名
な
民
法
研
究
者
の
言
葉
と
し
て
私
の

恩
師
か
ら
教
わ
っ
た
も
の
で
す
。
私
は
弁
護
士
だ
っ
た
当
時
か
ら
こ
の
言
葉

を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
、
最
高

裁
判
所
裁
判
官
と
し
て
、
当
事
者
の
主
張
を
よ
く
聴
き
、
謙
虚
に
、
そ
し
て

真
摯
に
職
務
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

高
須
順
一

最
高
裁
判
所
判
事

昭
和
三
四
年
一
〇
月
九
日
生

た
か

す

じ
ゅ
ん

い
ち

略

　歴

奈
良
県
生
ま
れ
。
平
群
東
小
学
校
、
平
群
中
学
校
、

大
阪
教
育
大
学
教
育
学
部
附
属
高
等
学
校
平
野
校
舎

（
Ａ
Ｆ
Ｓ
交
換
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
米
国
ミ
ネ

ソ
タ
州
・
プ
レ
イ
ン
ビ
ュ
ー
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
）、

東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
、
米
国
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア

大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
修
了
（
Ｌ
Ｌ
．Ｍ
．）。

昭
和
六
一
年
一
○
月
　
司
法
試
験
合
格

　
　
六
二
年
　
四
月
　
東
京
大
学
法
学
部
助
手
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
　
二
年
一
○
月
　
筑
波
大
学
社
会
科
学
系
専
任
講
師

　
　
　
五
年
　
四
月
　
学
習
院
大
学
法
学
部
助
教
授

　
　
一
一
年
　
四
月
　
学
習
院
大
学
法
学
部
教
授
　

　
　
一
四
年
　
四
月
　
法
務
事
務
官（
法
務
省
民
事
局
総
務
課
法
務
専
門
職
・

法
務
省
民
事
局
付
）

　
　
一
六
年
　
四
月
　
学
習
院
大
学
専
門
職
大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大

学
院
）
教
授
兼
法
学
部
教
授

　
　
一
九
年
　
四
月
　
一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

　
　
二
二
年
一
○
月
　
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授

令
和
　
七
年
　
四
月
　
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
長
・
法
学
部

長

　
　
　
　
　
　
七
月
　
最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一
　
令
和
七
年
一
〇
月
二
〇
日
　
第
三
小
法
廷
決
定

　
全
体
が
包
括
一
罪
を
構
成
す
る
業
務
上
横
領
の
事
案
に
つ
い
て
月
ご
と

の
横
領
金
額
を
明
示
し
た
訴
因
に
対
し
一
部
の
月
の
横
領
金
額
に
つ
き
訴

因
を
上
回
る
金
額
を
認
定
す
る
に
当
た
り
訴
因
変
更
手
続
を
経
な
か
っ
た

こ
と
に
違
法
は
な
い
と
し
た
（
全
員
一
致
）。

二
　
令
和
七
年
一
〇
月
二
一
日
　
第
三
小
法
廷
決
定

　
コ
ン
テ
ナ
倉
庫
が
刑
法
一
三
〇
条
に
い
う
「
建
造
物
」
に
当
た
る
と
し

た
（
全
員
一
致
）。

三
　
令
和
七
年
一
二
月
一
〇
日
　
第
三
小
法
廷
決
定

　
病
院
の
診
療
録
中
、
刑
訴
法
三
二
三
条
二
号
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
出
所

不
明
確
な
記
載
を
受
傷
直
後
の
被
害
者
に
よ
る
申
告
事
実
の
認
定
に
用
い

た
第
一
審
判
決
の
認
定
判
断
を
違
法
と
し
た
（
全
員
一
致
）。

四
　
令
和
七
年
一
二
月
二
三
日
　
第
三
小
法
廷
判
決

　
住
宅
の
液
化
石
油
ガ
ス
消
費
設
備
に
つ
き
、無
償
配
管
の
慣
行
の
も
と
、

配
管
の
設
置
費
用
等
に
関
し
て
、
所
定
の
期
間
経
過
前
に
消
費
者
が
液
化

石
油
ガ
ス
の
供
給
等
契
約
を
終
了
さ
せ
る
場
合
に
所
定
の
金
額
を
液
化
石

油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
支
払
う
旨
を
定
め
た
条
項
が
、
消
費
者
契
約
法
九

条
に
い
う
「
当
該
消
費
者
契
約
の
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
の
額
を
予
定

し
、
又
は
違
約
金
を
定
め
る
条
項
」
に
当
た
り
、
か
つ
、
平
均
的
な
損
害

は
零
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
全
部
が
無
効
に
な
る
と
し
た
（
全
員
一
致
）。

五
　
令
和
七
年
一
二
月
二
三
日
　
第
三
小
法
廷
判
決

　
液
化
石
油
ガ
ス
供
給
の
た
め
に
戸
建
て
住
宅
に
設
置
さ
れ
た
消
費
設
備

に
係
る
配
管
等
に
つ
き
当
該
住
宅
に
付
合
し
て
お
り
民
法
二
四
二
条
た
だ

し
書
の
適
用
も
な
い
と
し
た
（
全
員
一
致
）。

六
　
令
和
八
年
一
月
二
○
日
　
第
三
小
法
廷
判
決

　
弁
護
士
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
預
か
り
保
管
す
る
金
員
を
管
理
す
る
た

め
開
設
し
た
「
預
り
金
口
座
」
に
係
る
預
金
債
権
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
信

託
財
産
に
属
す
る
財
産
で
あ
る
と
し
て
弁
護
士
の
固
有
債
権
者
の
差
押
え

を
排
除
で
き
る
た
め
に
は
、
信
託
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
少
な
く
と
も

信
託
の
目
的
に
つ
い
て
の
合
意
の
成
立
を
具
体
的
に
主
張
す
る
必
要
が
あ

り
、
ま
た
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
で
あ
る
か
ど
う
か
は
事
実
審
の
口

頭
弁
論
終
結
時
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
（
全
員

一
致
、
意
見
付
加
）。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

　
最
高
裁
判
所
の
役
割
を
念
頭
に
置
い
て
、
様
々
な
考
え
方
や
主
張
に
複
眼

的
に
向
き
合
い
、
何
が
法
で
あ
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
、
そ
う
し
て

最
高
裁
判
所
に
対
す
る
信
頼
に
応
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

沖
野
眞
已

最
高
裁
判
所
判
事

昭
和
三
九
年
一
月
一
二
日
生

お
き

の

ま
さ

み



（
両
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

令和8年2月8日（日）

投票日に予定がある方は、

1月28日（水）から2月7日（土）までの間、
期日前投票ができます。（国民審査は、２月１日（日）から２月７日（土）まで。）

（薄い水色の投票用紙）

（薄い緑色の投票用紙）

（ピンク色の投票用紙）

ただし、一部の地域で、この時間と異なる場合
もありますので、入場券等でお確かめください。


